
平成２６年度第１回徳島県奨学金審査委員会会議録

１ 日時
平成２６年８月１９日（火）午後２時から

２ 場所
県庁８階 ８０４会議室

３ 出席者
（１）委員 ６名出席 １名欠席
（２）事務局 学校政策課長 ほか３名

４ 会議次第
（１）開会あいさつ
（２）自己紹介
（３）奨学金貸与制度等について
（４）議事

決定事項
Ⅰ． 平成２７年度徳島県奨学生の選考基準について
Ⅱ．徳島県奨学金の返還免除について

（５）閉会あいさつ

５ 会議概要
（１）開会あいさつ（学校政策課長）

（２）自己紹介
（各委員，事務局自己紹介）

（３）奨学金貸与制度等について
（事務局）以下について説明

Ⅰ．徳島県奨学金貸与制度の概要
Ⅱ．徳島県奨学金制度の沿革
Ⅲ．平成２６年度新規貸与状況
Ⅳ．選考基準（案）等

（４）議事
Ⅰ． 平成２７年度徳島県奨学生の選考基準について
（事務局）詳細説明（生活保護基準見直しに伴い所得基準額減額。特別控除額減額）
（委員長）ただ今事務局案が出されましたが，御意見，御質問等も含め，御審議をお願
いします。特に御意見がないようですので，徳島県奨学生の選考基準につきまして，事
務局案のとおり決定してよろしいか。
（委員）異議なし

，（委員長）ありがとうございました。平成２７年度徳島県奨学生の選考基準については
決定いたしました。

Ⅱ．徳島県奨学金の返還免除について
（事務局）詳細説明（２名死亡による免除）
（委員長）ただ今事務局案が出されましたが，御意見，御質問等も含め，御審議をお願
いします。
（委員）返還免除申請があったものに対して，連帯保証人や保証人への請求は行わない
のでしょうか。
（事務局）四国の他の３県，また，日本学生支援機構においても，奨学生が死亡したこ
とによって奨学金の返還免除の申請があった場合には，返還免除としており，連帯保証



人や保証人への請求は行われておりません。今後も返還免除の対応につきましては，他
県の状況を注視していきたいと考えております。
（委員長）議論も尽くしましたので，徳島県奨学金の返還免除につきまして，事務局案
のとおり決定してよろしいか。
（委員）異議なし
（委員長）ありがとうございました。徳島県奨学金の返還免除について，決定いたしま
した。以上をもちまして，皆様の御協力により，全ての議事を終了いたしました。あり
がとうございました。

（５）閉会あいさつ（学校政策課長）


